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１ 「見える化」分析の要旨 

  ◆ 障害福祉施策の歴史をみると、身体障害者福祉法は昭和24年、精神薄弱者福祉法は昭和35年に制定された。 

   精神障害者については、衛生行政の観点から施策が行われてきた歴史があり、昭和24年に精神衛生法が成立し 

   ているが、精神障害者が障害者に位置づけられたのは平成5年、それを受けて精神保健福祉法が成立したのは 

   平成7年である。また、平成15年施行の支援費制度では対象外であり、平成18年施行の障害者自立支援法で精 

   神障害者も対象となった。 

  ◆ 精神障害者は、疾病と障害が共存するという特性があり、保健・医療・福祉の緊密な連携による支援が必要不 

   可欠であり、障害者・障害児施策推進計画と保健医療計画の整合を図りながら施策を進めていく必要がある。ま 

   た、平成11年度と平成29年度で比較すると、精神障害者保健福祉手帳所持者数は、約8倍に増加しているほか、 

   国は、精神保健福祉法の改正を検討している状況にある。 

  ◆ これらを踏まえ、本ユニットでは、精神障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現について、検討を行う。 

「障害者施策」報告書要旨 
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【精神科医療を取り巻く現状】 

 ・ 都内の精神疾患患者数は、平成23年には約28万人だったが、平成26年には約55万人と大幅に増加 

 ・ 精神病床数は、区部6,801床、多摩地域が15,388床で多摩地域に多く分布 

 ・ 精神科病院の入院患者数は、3万6千人から3万8千人台を推移しているが、平均在院日数は全国で最も短い 

 ・ 入院患者数は全国最多だが、人口10万対では全国で4番目に少ない 

 ・ 疾病別の入院患者の内訳は、統合失調症圏が51%で最多である一方、外来患者の内訳は認知症等器質性精神 

  障害が約26%で最多、次いでうつ病などの気分障害が約24% 

 

 



２ 取組の評価 

 ・ 都は、①日常診療体制、②精神科救急医療体制、③地域生活支援体制 の三本柱を基に精神保健福祉施策に取 

  り組んでおり、それぞれの現状課題について分析評価 

 ① 日常診療体制の強化 
    【課題】  ・ 医療機関間の精神疾患患者の紹介は、約3割が円滑にできておらず、その理由は受診勧奨ができ 
            ていないが約50%、精神疾患に関する知識の不足が約25% 
    【評価】  ・ 一般科医療機関において、精神疾患に関する知識をより深める取組を進めるとともに、円滑な受診 

            勧奨に向けた方策等を分析する必要 

 ② 精神科救急医療体制の整備  
    【課題】   ・ 初期救急は、年間100件前後で推移しているが、平成22年以降、二次救急は増加傾向 
          ・ 身体合併症救急は、先行してブロック単位で連携している区域とで相談・受入実績の乖離が大きい 
    【評価】  ・ 増加傾向にある二次救急の対応策の検討が必要 

          ・ 医療資源の偏在など地域の実情を踏まえ、身体合併症患者の受入態勢の構築が必要 

 ③ 地域生活支援体制の充実 
    【課題】  ・ 地域移行・地域定着の給付状況にばらつきがあるほか、都は全国に比して再入院率が高い 
          ・ 措置入院患者数は全国の約4分の1を占める一方、都・区・市それぞれが保健所を設置 
    【評価】  ・ 地域移行・地域定着の給付実績が少ない自治体への働きかけが必要 

          ・ 措置入院患者等、非自発的入院患者の退院後支援の仕組みの構築が必要 

３ 今後の方向性 

 ・ 早期に適切な医療に繋げるため、一般診療科向けに精神科医療の研修会を新たに実施するほか、円滑な受診勧 

  奨の手法等について分析 

 ・ 二次救急を必要とする患者をできるだけ身近な地域で受けられるよう体制を強化するとともに、地域での受入れ 

  が困難な合併症患者を、総合診療基盤を有する都立病院等において、広域（全都）で受け入れる体制整備を推進 

 ・ 各自治体の地域移行等の取組が進むよう、先駆的な取組や好事例を普及しつつ、地域の相談支援事業所の支 

  援力向上に向けた取組を強化させるとともに、特に支援の必要性が高い方には、退院後支援計画を作成の上、保 

  健所を中心とする計画的・包括的な支援を実施するなどの仕組みを構築 
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出典：厚生労働省資料 

障害福祉施策の歴史 

身体障害者福祉法は昭和24年、精神薄弱者福祉法（後の知的障害者福祉法）は昭和35年に制定されたが、精神障
害者については、衛生行政の観点から施策が行われてきた歴史があり、精神障害者が障害者に位置づけられたの
は平成5年、それを受けて精神保健福祉法が成立したのは平成7年である。また平成15年施行の支援費制度では対
象外であり、平成18年施行の障害者自立支援法で精神障害者も対象となった。 
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序章 東京の障害者施策を取り巻く状況 



■ 身体障害者手帳 

■ 知的障害者「愛の手帳」 
■ 精神障害者保健福祉手帳 
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都内の障害者手帳交付数の推移 

・身体障害者手帳の交付数は近年は横ばい、愛の手帳の交付数は増加傾向である。 

・精神障害者保健福祉手帳所持者数は、平成11 年度の約14,000人から平成29年度には約109,000人と、 

 約8倍となっており特に伸びが顕著である。 
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序章 東京の障害者施策を取り巻く状況 



精神障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現 

  

 

 

＜基本的な考え方＞ 
 早期から適切な支援が得られ、地域で安心して暮らすことができ、就労等で自己実現
していくことができる社会の実現    （東京都地方精神保健福祉審議会意見具申（平成24年4月）） 

＜日常診療体制＞ 
 

◇ 地域において、早期に受診 

 ができ、病状に応じた適切な 

 治療が受けられる日常診療 

 体制の強化 

＜精神科救急医療体制＞ 
 

◇ 患者の心身の状態に即して 

 地域生活の危機に適時適切 

 に対応できる精神科救急医療 

 体制の充実 

＜地域生活支援体制＞ 
 

◇ 病院から地域への移行を促 

 し、当事者や家族の地域にお 

 ける暮らしを支える地域生活 

 支援体制の強化 

 

  

「日常診療体制」、「救急医療体制」、「地域生活支援体制」 の三本柱を基に取り組む。 

◇ 都民・関係機関の理解と協力を図るための普及啓発 

◇ 個別課題（統合失調症やうつ病、発達障害、高次脳機能障害等）への対応 

 

○ 精神保健医療福祉施策が入院医療中心から地域生活中心へと大きく転換する中、 精神障  

 害者が安定した生活を地域で継続して送るための支援がますます重要。 

○ 支援に当たっては、疾病と障害が併存するという精神障害者の特性を踏まえ、病状の変化に 

 的確に対応できるよう、地域における保健・医療・福祉の緊密な連携体制の整備が必要。 

 ＜参考＞「入院医療中心から地域生活中心へ」の基本方針 

       （国の精神保健医療福祉の改革ビジョン （平成16年9月）） 
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序章 東京の障害者施策を取り巻く状況 



精神障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現（イメージ） 

東京都 精神保健福祉センター 発達障害者支援センター 

バックアップ 

自治体 

障害福祉・介護 

様々な相談窓口等 

医療サービス 

保健所 

区市町村 

ハローワーク 

障害者就業・生活支援センター 

精神保健専門相談 

精神保健・福祉一般相談 

基幹相談支援センター 

地域包括支援センター 

障害福祉サービス 地域生活支援拠点 

在宅系（就労継続支援等） 
施設・居住系（グループホーム等） 

在宅系（訪問介護等） 
施設・居住系（特養・老健等） 

日常の医療 

急性期、回復期、慢性期 

かかりつけ医、有床診療所 
精神科デイケア、精神科訪問看護 
地域の連携病院 
歯科医療・薬局 

企業 ピアサポート活動 

自治会 ＮＰＯ ボランティア 

介護保険サービス 

社会参加（就労）、地域の助け合い、教育 

病院 
保健・医療・福祉関係者
による重層的な連携 

住まい 

誰もがいきいきと生活でき、活躍できる「ダイバーシティ」 
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序章 東京の障害者施策を取り巻く状況 



Level ３ Level ２ Level １ 

障害者施策の体系及び予算額 

 

障害者施策 

 

共生社会 
の実現 

 

 

地域生活支援 

 

理解促進 

 

社会参加の推進 

 

地域生活基盤 
の整備促進 

 

相談支援体制 
の充実 

 

入所施設の 
運営支援 

 

就労支援 

 

一般就労 

 

福祉的就労 

Level ３ Level ２ Level １ 

 

障害児支援 

 

地域支援体制 
の整備促進 

 

医療的ケアが必
要な障害児に対
する支援 

 

障害特性に応じた
保健・医療・福祉
等の連携 

 

精神障害者が地域
で安心して暮らせる

社会の実現 

 

重症心身障害児
（者）への支援 

 

発達障害者・高次
脳機能障害者に
対する支援 

 

人材の養成・確保 
 

人材の養成・確保 

 

区市町村支援 

 

区市町村支援 

1903.3億円 

9.5億円 

1059億円 

4.1億円 

0.6億円 

8.9億円 

819.3億円 

14.8億円 

224.9億円 

1.6億円 

2.5億円 

122.1億円 

532.1億円 

3.8億円 

172.7億円 

121.9億円 

0.2億円 

399億円 

131.1億円 

2億円 

3.8億円 

172.7億円 

※法定負担金：障害者総合支援法、児童福祉法、精神保健福祉法に定める都の法定負担金の予算額 

うち法定負担金※ 

1058.5億円 

 

うち法定負担金※ 

563.2億円 

うち法定負担金※ 

554.7億円 

 

うち法定負担金※ 

8.5億円 

 

うち法定負担金※ 

25.4億円 

うち法定負担金※ 

25.4億円 

うち法定負担金※ 

363.4億円 

うち法定負担金※ 

363.4億円 

うち法定負担金※ 

106.5億円 
うち法定負担金※ 

106.5億円 
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序章 東京の障害者施策を取り巻く状況 



精神保健医療福祉施策 平成30年度予算の概要 

都の精神保健医療施策は、「障害者医療費助成」など全体の予算額は約401億円となっている。 

障害者医療費助成 （370.6億円） 

精神科救急医療 （13.5億円） 

専門医療の確保 （0.8億円） 

精神障害者の退院促進 （1.9億円） 

相談支援体制等の充実 （6.0億円） 

◆ 措置患者医療費公費負担 

◆ 精神通院医療費助成 

◆ 小児精神患者医療費助成 

◆ 支払事務委託 

16.2億円 

346.6億円 

0.6億円 

7.2億円 

◆ 救急医療体制 

◆ 二次救急医療体制 

◆ 初期救急医療体制 

◆ 精神科救急医療情報センター 

8.4億円 

3.7億円 

0.8億円 

0.6億円 

◆老人性認知症疾患医療対策 0.8億円 

精神保健福祉センター等の運営 （8.2億円） 

◆ 精神障害者地域移行体制整備 1.9億円 

◆ 発達障害者支援 

◆ 高次脳機能障害者支援 

◆ ﾍﾟｱﾚﾝﾄﾒﾝﾀｰ養成・派遣事業 

◆ 発達障害者生活支援モデル事業 

◆ 保健所精神保健福祉事業等 

◆ 夜間こころの電話相談 

◆ 都営交通乗車証発行事業 

◆ 地域医療福祉体制整備 

◆ 災害時こころのケア体制整備事業 

0.1億円 

1.2億円 

0.2億円 

0.04億円 

2.9億円 

0.2億円 

0.2億円 

1.1億円 

0.1億円 

◆発達障害者支援センター 

◆精神保健福祉センター 

0.5億円 

7.7億円 
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序章 東京の障害者施策を取り巻く状況 



・ 精神疾患は近年その患者数が急増し、平成26年には全国で396万人を超す 

 

・ 都内の精神疾患患者数は、平成23年には約28万人、平成26年には約55万人と推計 

資料：厚生労働省「患者調査」（平成８年度～平成２６年度） 
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第１章 精神科医療を取り巻く現状 



保健医療圏 人口（万人） 面積（㎢） 医療機関数 
病床数 

精神 総数 

区
部 

 区中央部 87 64 7 298  5,323  

 区南部 111 84 4 178  2,143  

 区西南部 139 88 7 1,305  3,827  

 区西部 123 68 5 315  4,373  

 区西北部 192 114 13 3,091  6,365  

 区東北部 135 98 8 1,449  1,583  

 区東部 147 104 2 165  1,169  

区部合計 46 6,801  24,783  

多
摩
地
域 

 西多摩 39 573 12 2,615  3,826  

 南多摩 141 325 29 7,053  8,725  

 北多摩西部 65 90 1 38  450  

 北多摩南部 102 96 14 3,515  6,513  

 北多摩北部 73 77 10 2,167  2,625  

多摩地域合計 66 15,388  22,139  

平成３０年４月１日現在 
【出典】人口：住民基本台帳による人口（日本人及び外国人）（平成27年10月1日国勢調査（確報値）に基づく推計） 東京都総務局統計部  
    病床数：東京都福祉保健局医療政策部医療安全課 

・ 都内精神病床数の地域別状況は、区部6,801床、多摩地域が15,388床 

・ おおむね区部３に対して多摩７の割合となっている。 

都内精神病床を有する病院（全11２病院） 
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第１章 精神科医療を取り巻く現状 



 平成28年度における精神病床数は、都が全国で最も多いが、 

 人口10万対でみると、神奈川県に次いで、全国で二番目に少ない。 

資料：精神保健福祉資料、医療施設調査 
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認知症等
器質性精神障害

（F０）
6.9千人（29％）

うつ病などの
気分障害（F3）
2.1千人（9％）

その他
2.5千人
（10％）

入院患者疾病別内訳

資料：厚生労働省「平成26年患者調査」

統合失調症圏
（F2）

12.3千人（51％）

パニック障害などの
神経症圏（F4）
0.4千人（2％）

・ 都内における入院及び退院患者は、ここ数年、ともに３万６千人から３万８千人台を推移 

・ 平均在院日数は減少傾向であり、都は全国平均の３分の２程度 

・ 入院患者の疾病別内訳は、統合失調症圏（Ｆ２）が約51％、認知症等器質性精神障害（Ｆ０）が約29％、 

  うつ病などの気分障害（Ｆ３）が約９％という構成割合 

※Fコード：世界保健機関（WHO）が作成し、日本でも公式に使用される「疾病及び関連保健問題の国際統計分類」（ICD）のコード。 
  最新の分類はICD-10（1990）と呼ばれ、「精神及び行動の障害」には、「F00-F99」のコードが割り振られている。 

（単位：日）

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

301 298.1 291.9 284.7 281.2 274.7 269.9

219.5 215.6 209.6 200.2 198.9 191.8 193.1

精神病床における平均在院日数の推移

全国

東京

（単位：人、日）

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

入院患者数 36,329 36,049 36,082 37,573 38,215 38,433 38,422

退院患者数 36,227 36,236 36,104 37,680 38,366 38,639 38,639

年間入退院患者数の推移

入退院患者の状況 
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・都内における外来患者は、約５３万２千人 

・外来患者の疾病別内訳は、認知症等器質性精神障害（Ｆ０）が約26％、うつ病などの気分障害（Ｆ３）が約24％、

パニック障害など神経症圏（Ｆ４）約18％、統合失調症圏（Ｆ２）が約16％という構成割合 

うつ病などの
気分障害（F3）

129.9千人
（24％）

パニック障害など
神経症圏（F4）

96.6千人
（18％）

統合失調症圏
（F2）

86.7千人
（16％）

認知症等器質性
精神障害（F0）

139.1千人
26％

その他
80.5千人
（15％）

外来患者数の疾病別内訳

資料：厚生労働省「平成26年患者調査」

精神通院医療費公費負担の認定者数 

136,570 

153,453 

161,479 

170,305 
175,562 

186,491 187,715 

214,555 

 -

 25,000

 50,000

 75,000

 100,000

 125,000

 150,000

 175,000

 200,000

 225,000

 250,000

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

認
定
者
数
（
人
）

外来患者の状況 
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＜精神疾患を有する患者を他の精神科医療機関へ繋げたいと考えた際の状況＞  
 ・ 一般科医療機関（診療所及び病院）は、約３割が円滑に紹介できていないことが多い 

出典：「東京都 精神保健医療実態調査」（平成29年7月 福祉保健局） 

【一般科診療所】 

【一般科病院】 

① 日常診療体制 （一般診療科と精神科医療機関との連携状況） 

40.2% 13.4% 15.8% 30.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

東京都計(n=3,631)

01 精神科の診療所へ円滑に紹介できている

02 精神科病院（一般科を有するものを含む）へ円滑に紹介できている

03 一般科病院（精神科を有する）の精神科へ円滑に紹介できている

04 円滑に紹介できていないことが多い

17.3% 34.1% 16.8% 31.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

東京都計(n=179)

01 精神科の診療所へ円滑に紹介できている

02 精神科病院（一般科を有するものを含む）へ円滑に紹介できている

03 一般科病院（精神科を有する）の精神科へ円滑に紹介できている

04 円滑に紹介できていないことが多い
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＜患者を精神科医療機関へ円滑に繋げられていない理由＞  
 ・  「患者への受診勧奨」や「ＭＳＷ等を雇用」以外の回答では、「精神疾患に関する知識が十分ではないため」 
  と回答する一般科医療機関が多い。 

出典：「東京都 精神保健医療実態調査」（平成29年7月 福祉保健局） 

【一般科診療所】 

【一般科病院】 

① 日常診療体制 （一般診療科と精神科医療機関との連携状況） 

（診療所の状況にかかわるもの） （精神科医療機関との連携にかかわるもの） 

＜複数回答可＞ ＜複数回答可＞ 

＜複数回答可＞ 

（病院の状況にかかわるもの） （精神科医療機関との連携にかかわるもの） 

＜複数回答可＞ 

10.9% 

10.9% 

21.8% 

49.1% 

7.3% 

34.5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

01 自院でＭＳＷやＰＳＷを雇用していないため 

02 自院の事務職員数が充実していないため 

03 精神疾患に関する知識が十分ではないため 

04 患者への受診勧奨が円滑にできていないため 

05 自院で診られるので連携は不要 

06 その他 

東京都計(n=55) 

15.7% 

35.3% 

33.3% 

54.9% 

15.7% 

2.0% 

2.0% 

11.8% 

17.6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

01 精神科医療機関を探すためのツールが充実していない

ため 

02 患者についての相談や紹介をどの精神科医療機関にす

ればいいかわからないため 

03 患者についての相談を精神科医療機関に受け入れても

らえないため（もしくは対応が不十分なため） 

04 患者の紹介を精神科医療機関に受け入れてもらえない

ため 

05 どの状態や時点で患者を紹介したらよいかわからないた

め 

06 紹介の際に、どういった情報が必要かわからないため 

07 双方の医師が対診に応じていないため 

08 医療機関同士で医師の人事交流をしていないため 

09 その他 

東京都計(n=51) 

29.6% 

16.7% 

25.5% 

53.5% 

3.6% 

24.8% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

01 自院でＭＳＷやＰＳＷを雇用していないため 

02 自院の事務職員数が充実していないため 

03 精神疾患に関する知識が十分ではないため 

04 患者への受診勧奨が円滑にできていないため 

05 自院で診られるので連携は不要 

06 その他 

東京都計(n=1,046) 

16.9% 

46.0% 

16.6% 

14.3% 

35.0% 

11.2% 

1.1% 

17.4% 

19.0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

01 精神科医療機関を探すためのツールが充実していないた

め 

02 患者についての相談や紹介をどの精神科医療機関にすれ

ばいいかわからないため 

03 患者についての相談を精神科医療機関に受け入れてもら

えないため（もしくは対応が不十分なため） 

04 患者の紹介を精神科医療機関に受け入れてもらえないた

め 

05 どの状態や時点で患者を紹介したらよいかわからないため 

06 紹介の際に、どういった情報が必要かわからないため 

07 双方の医師が対診に応じていないため 

08 医療機関同士で医師の人事交流をしていないため 

09 その他 

東京都計(n=1,008) 
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精神科二次救急医療

医療保護入院レベル

精神科初期医療

１診療所、２病院
（合計３所：輪番制）

夜間休日精神身体合併症医療

Ⅰ型（夜間休日対応）

墨東、豊島、松沢、広尾、

多摩医療

Ⅳ型（登録制）

４病院

精神科救急医療情報センター

委託職員によるトリアージ、精神科救急医療情報提供等

東京都保健医療情報センター

平 日：17時～翌日９時
土休日：24時間

緊急措置診察

都立等４病院 毎晩各４床

墨東、豊島、松沢、多摩医療

緊急措置
入院

診察決定
（精神保健医療課）

医療保護
入院

72時間以内に
精神保健指定医
２名の診察必要

後方医療

民間の医療機関が
後方医療機関として登録

本人、家族等

各病院精神保健指定医１名の診察

通報 精神科救急受診相談

措置要件なし
ただし、
要入院治療

措置要件あり

警察

否措置

地域精神科身体合併症救急連携事業

多摩北ブロック

措置要件あり

精神保健医療課

通報受理・診察決定

保健所

措置診察

精神保健医療課分室
又は警察署等で診察

措置入院

民間の指定病院等

32病院（民間）

申請・通報・届出

警察等

精神保健指定医２名の診察

北多摩
北部

北多摩
南部

北多摩西
部

区部中央ブロック

区
西北部

区
中央部

区西部

区部東ブロック

区
東北部

区東部

＊H29年度からブロック化

多摩西南ブロック

南多摩 西多摩

区部南ブロック

区
西南部

区南部

精神保健医療課

受入先病院と調整し
転院の要否決定

対応が必要迅速な対応
が必要

Ⅱ型（当番制）

４病院

Ⅲ型（登録制）

22病院

精神科病院入院者
（救急）身体合併症医療

精神科病院

依頼

〔平日日中〕 〔平日夜間・土休日〕

精神科初期・二次救急 精 神 身 体 合 併 症 救 急 医 療精神科措置医療

通報連絡員による通報受理

平 日：17時～翌日９時
土休日：９時～翌日９時

平 日：９時～17時

要措置

措置診察

外来レベル

平日土：17時～22時
休 日：９時～17時

※ただし、２病院は
精神科二次を兼ねる

２病院(輪番制）
区部２床、多摩部１床

（合計３床）

平日土：17時～翌日９時
休 日：９時～翌日９時

36病院

＊Ｈ27年度からブロック化

＊H28年度からブロック化平 日：９時～17時

Ⅰ型医療機関等からの転送を受入

※24時間対応
（ただし、病床確保なし）

精神科病院の入院者で身体疾患を併発
した患者を対象

精神科医療機関による一般救急医療機関からの
相談・受入れ体制を整備

※平日日中対応

検察等

日中

夜間

＊Ｈ30年度からブロック化

＊Ｈ30年度からブロック化

② 精神科救急医療体制 （東京都の精神科救急医療体制） 
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【精神科救急医療情報センター】 
 事業開始：平成14年９月 
 開設時間：平日 17時～翌９時 土休日 24時間 
 業務：救急患者のトリアージ、精神科医療情報提供 

81  

140  

84  77  72  
87  93  

107  117  112  121  

85  
98  

114  

78  

127  

394  

341  331  

295  298  

351  

390  
363  

405  

447  
472  

512  
543  

588  

13  
27  28  21  12  21  9  12  22  17  8  11  13  8  

28  

5,365  

10,832  
11,327  

12,074  11,883  12,125  
11,818  

13,015  
13,375  13,601  13,354  

13,736  13,726  
13,298  

12,893  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0

100
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300

400

500

600

700

800

平成 

14年度 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

初期救急 二次救急 

身体合併 全受理件数 

資料：東京都調べ 

② 精神科救急医療体制 （精神科救急医療情報センター 年間受理件数実績） 

件 件 

 二次救急の件数について、平成１４年度から
平成２１年度までは年度ごとに増減がみられる
が、平成２２年度以降は、一貫して増加の傾向
を示している。 
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＜精神科病院における長期入院患者の退院促進のための取組等について＞  
 ・ 「OT活動」が63.1％、「個別動機づけ支援」が50.0％、「職員の研修・勉強会」は48.8%が取り組んでいる一方、 
  「特になし」は22.6％だった。 

出典：「東京都 精神保健医療実態調査」（福祉保健局） 

【長期入院患者の退院促進のための取組や今後の予定】 

【退院促進のための体制について】 

③-1 地域生活支援体制 （病院内における退院促進に向けた取組状況） 

37.6%

36.5%

28.2%

22.4%

11.8%

28.2%

0% 10% 20% 30% 40%

01 退院促進の支援に係る業務に専従する職員の

配置

02 退院促進を推進する他職種チームの設置

03 退院促進の推進について検討する会議の設置

（医療保護入院退院支援委員会は除く）

04 退院促進を推進する専門の部門（「地域移行推

進室」等）の設置

05 その他

06 特になし

東京都計(n=85)

有効回答

比率(%)

50.0%

27.4%

63.1%

46.4%

32.1%

25.0%

48.8%

26.2%

9.5%

22.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

01 個別動機づけ支援

02 ピアサポーターによる交流会

03 ＯＴ活動

04 病棟プログラム（心理教育プログラム等）

05 地域の社会資源見学会（患者対象）

06 家族会支援

07 職員研修、勉強会

08 地域支援者との事例検討会

09 その他

10 特になし

東京都計(n=84)

有効回答

比率(%)

※「ピアサポーター」とは、精神障害者自らの“精神疾患や“精神障害”の経験を活かし、ピア（仲間）として支え合う活動をする方々のこと 
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＜地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）利用の流れ＞ 
 １ サービスの利用の希望者は、居住する区市町村に利用申請 
 ２ サービス等利用計画案を指定特定相談支援事業者で作成し、区市町村に提出 
 ３ 利用者の聴き取り調査や利用意向調査等を実施後、区市町村は、提出された計画等を踏まえ、サービス量などを支給決定 
 ４ 指定特定相談支援事業者は、サービス事業者等との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成 
 ５ サービス利用開始 

相
談
・利
用
申
請 

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計

画
案
の
提
出
依
頼 

心
身
の
状
況
等
の 

聴
き
取
り
調
査 

サ
ー
ビ
ス
の
利
用 

意
向
聴
取 

サ
ー
ビ
ス
等
利
用 

計
画
案
の
提
出 

支
給
決
定 

サ
ー
ビ
ス
等
利
用 

計
画
の
作
成 

利
用
契
約 

サ
ー
ビ
ス
利
用
開
始 

【障害者の相談支援体系】 

資料：全国社会福祉協議会「障害福祉サービスの利用について」 
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③-1 地域生活支援体制 （地域相談支援の利用の流れ） 第２章  都の取組の評価 
 

利用者 区市町村 区市町村 
相談支援
事業者 

相談支援
事業者 区市町村 

相談支援事業者・ 
利用者  

相談支援
事業者 

【考察】 

○当初の相談からサービス利用開始に至る
まで、各種手続を経る必要があり、一定程度
の時間を要する（利用開始まで2ヶ月程度か
かる事例も見られる） 

○利用開始までに利用者の状態が変化する
可能性もあり、継続的なフォローが望まれる 

○区市町村、相談支援事業者、サービス提
供事業者等、複数の主体が関わることから、
関係者間の情報共有や連携等が求められる 

○サービス利用開始後も、地域定着に向け、
地域における継続的な支援が求められる 

○こうしたことから、区市町村における支援体
制は地域によって様々であり、給付実績にば
らつきがあることの背景の一つとなっていると
想定される 



地域移行支援を利用した退院から地域での生活まで～例：東京太郎さんの場合～ 

ピアサポーターの話を
聞く 

ＯＴプログラム等
の参加等 

グループホーム活
用型ショートステイ
事業の利用 

まだ不安なこともあるけ
ど、退院したいです。 

 それでは、「地域移行支
援」のサービスの利用を検
討しましよう。 

 先ずは入院前居住地の自
治体に連絡しましょう。 
※退院に向けたアセスメント 

病院のＰＳＷ等 

①入院前居住地の区市町村の担当者が病院訪 
問。認定調査を実施 

④サービス担当者会議 

③区市町村が支給決定 

⑥指定一般相談支援事業所とご本人が契約 

②指定特定相談支援事業所の相談支援専門員 
    が、ご本人の退院後の生活を聞き取り、サー 
    ビス等利用計画案を作成 

⑤サービス等利用計画提出 

⑦指定一般相談支援事業所が地域移行計画を 
    作成。退院支援（地域移行支援）を実施 

  《地域移行支援のサービスの開始まで》 《地域移行支援のサービスの例》 

➢ 病院に出向き入院中の当事者の  
 方々へ関わることができるサービス 

実施期間：6ヶ月（必要時延長も可） 
訪問回数：毎月2回以上の面会等 

 
その他、退院に向けた 
必要なサービス 

  
住まいさがし・契約補助 

 
必要に応じた体験宿泊・通所 

 
必要なものの相談・買出し等 

 
退院後の生活の相談者の確保 

《退院後のネットワークの例》 

具体的な支援 

病院のスタッフ 

訪問看護師 

行政の担当者 

ヘルパー 

日中活動の 
通所先 

相談支援事業所（特定・一般） 

 ※ 「地域移行支援」は、入院中の方が利用できるサービス ➢ 退院後のサポートの例であり、地域生活を 
 送る上でサポーターを増やしていくことが重要 
 （例：アパートの大家、ピアサポーター等） 
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○医師から病状が 
    落ち着いたので 
   退院していいと 
   言われたけど・・・。 
●帰る家もない。 
○このまま病院の 
    生活でいいかも。 
●一人で生活でき 
 るのか不安・・・。 

東京 太郎さん 



＜都内自治体の地域移行及び地域定着の給付状況について＞  
 ・ 地域移行及び地域定着の給付件数は、都内全域で江戸川区が最も多く、突出している。 
 ・ 多摩地域では、地域移行は府中市、地域定着は狛江市が給付件数が多い。 

資料：東京都調べ 

③-1 地域生活支援体制 （都内自治体における給付状況） 
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都内自治体別給付実績（平成28年度） 

地域移行 

地域定着 

※島しょは、給付実績がないため省略 

※地域移行とは、精神科病院に入院している精神障害者に住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談や支援を行う障害福祉サービスをいう。地域定着
とは、居宅において単身等で生活する精神障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、障害特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必用な支援を行う障害福祉サービスをいう。 

件 
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＜江戸川区支援役割モデル図について＞  
 ・ 相談窓口の一元化や関係機関との役割分担の明確化、事業所の底上げに向けた工夫を実施。 
 ・ 更なる取組として、対象者の掘り起しや支援関係者の顔の見える関係づくりを強化。 

資料：江戸川区より聴取した内容により東京都作成 

③-1 地域生活支援体制 （江戸川区における地域移行に向けた支援の流れ） 

 

退
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・支援方針 
 会議開催 
 
＜保健師＞ 
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＜熟年相談室等＞ 

アパート等で単身生活 
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業 

退
院 

◆精神障害者地域生活支援ネットワーク会議 
  （３圏域で実施） 
 
 

◆相談窓口の一元化 

＜更なる地域移行・定着に向けた課題（平成30年度から）＞ 
・医療と連携が難しい（区内に精神病床がない、対象者の把握が不十分） 
・江戸川区全体の課題を共有する場がない、事業所毎の給付件数に偏り 

地域移行推進・コア会議を新たに設置 

グループホーム入居 

金銭
管理 
安心生活サ
ポート事業 
（区事業） 

訪問
看護
（医療との
調整等） 

家族
支援 
＜保健師＞ 
＜熟年相談室＞ 

＜民生委員＞ 

日中 
活動系 
通所 

（地活、就労
B、生活介護

等） 

第２章  都の取組の評価 
 

相談支援事業所 病院 
区市町村、相談支援事業所、サービス提供事業所 

居住支援事業 
（区事業） レスパイト 自立生活体験事業（区事業） 

○医療機関との連携強化（保健医療福祉の協議の場、病院への周知案内） 

○明確な目標設定（実績の少ない事業所の減少などの目標設定） 
 

  ➢  より計画的に、戦略的に地域移行を推進 

江戸川区の工夫（平成29年度まで） 
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◆役割分担の明確化 

・支援関係者の調整 ・顔の見える関係づくり 

・事例検討 ・圏域（地域）の課題の検討 等 



＜精神科病院における長期在院患者数及び退院率＞  
・ １年以上の長期在院患者数は毎年減少 
・ １年以上の在院患者数を平成24年６月末時点から平成29年度に18％以上減少（9,643人）させる 
  という第４期障害福祉計画の目標値に対し、平成27年６月末時点で10,937人 
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資料：精神保健福祉資料  26年、27年は東京都調べ 資料：精神保健福祉資料 26年、27年は東京都調べ 

③-1 地域生活支援体制 （精神科病院における長期在院患者数の推移） 
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＜精神病床における長期在院患者の再入院率＞ 
平成28年度、東京都の精神病床における長期在院者の退院後3ヶ月時点の再入院率は55％、12ヶ月時点の再
入院率は60%となっており、いずれも全国より高い。 
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精神病床における退院後3ヶ月時点の再入院率 （1年以上入院患者）
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精神病床における退院後12ヶ月時点の再入院率（1年以上入院患者）

資料：精神保健福祉資料 

③-2 地域生活支援体制 （精神病床における長期在院患者の再入院率） 
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＜措置入院に関する届出・通報・申請・入院の年次推移＞ 
届出・通報・申請件数は、増加傾向 
措置入院件数は、1,600件前後で推移しており、概ね全国の４分の１ 
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資料：東京都調べ 

③-2 地域生活支援体制 （措置入院に関する通報等の年次推移） 
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 ◆差別解消条例を受け、より 
  効果的な普及啓発ができ 
  るよう、多様な精神疾患に 
  応じた内容の検討や当事 
  者団体等とも連携した普及 
  啓発を実施 
 
 
 ◆早期に適切な医療に繋げ 
  るため、一般診療科向け 
  に精神科医療の研修会を 
  新たに実施 
 
 
 ◆地域の実情に応じた連携 
  体制の構築に向け、円滑 
  な受診勧奨の手法等につ 
  いて分析 

取組の
充実 

都の取組の方向性【① 日常診療体制の強化】 

① 

日
常
診
療
体
制
の
強
化 

現状の都の取組 

 ・精神保健福祉 
 普及啓発事業 

 ・精神保健福祉セ 
 ンターによる普及 
 啓発 

・精神科医療地域 
 連携事業 
 （講演会等） 

 ・精神科医療地域 
 連携事業 
 （連携会議等） 

分析・評価 

 ・様々な媒体による普及啓 
 発や講演会等を行っている 
 が、精神疾患に対する都民 
 の正しい理解は未だ不十 
 分。 
 
 ・診療科目間の連携状況に 
 ついて、約3割が円滑にで 
 きておらず、連携に当たっ 
 ては「一般科医療機関にお 
 ける精神疾患に係る知識 
 の向上」が必要。 
 

 
 ・円滑な連携ができている医 
 療機関は、「患者への受診 
 勧奨ができている」ことか 
 ら、受診勧奨を円滑に進め 
 るための要素について分析 
 が必要。 

取組の方向性 

 日常診療体制の強化を図るために、以下の方向性が考えられる。 

新たな
取組 
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第３章  今後の都の取組の方向性 
 



 ◆精神科救急医療が必要な 
  患者をより確実に適切な医 
  療につなげる仕組みを検証 
  しつつ、増加傾向が顕著な 
  二次救急について、できる 
  だけ身近な地域で受けられ 
  るよう体制を強化 
 
 
 
 ◆合併症患者を地域で円滑に 
  受け入れるための課題等を 
  検証するとともに、医療機関 
  従事者向けの研修等を充実 
  させるほか、地域での受入 
  れが困難な合併症患者につ 
  いて、総合診療基盤を有す 
  る都立病院等において、広 
  域（全都）で受け入れる体制 
  整備を推進 

取組の
充実 

都の取組の方向性【② 精神科救急医療体制の整備】 

② 

精
神
科
救
急
医
療
体
制
の
整
備 

現状の都の取組 

 ・初期・二次救急 

 ・精神科救急医療 
 情報センター 

 ・地域精神科身体 
 合併症救急連携 
 事業 
 ・精神科身体合併 
   症診療委託 

 ・精神科救急医療 

分析・評価 

 ・初期救急は、年間100件前 
 後で推移。二次救急は増 
 加傾向にあり、対応策の検 
 討が必要。 
 
 

 ・平成29年度における東京 
 ルール事案分類別では、 
 「精神」は14％（第2位）であ 
 り、一般科救急との連携体 
 制の強化が必要。 
 
 

 ・都内を5ブロック化して実施 
 している「地域精神科身体 
 合併症救急連携事業」につ 
 いて、先行してブロック化し 
 た区域との相談・受入実績 
 の乖離は大きく、引き続き 
 ブロック内での連携会議や 
 研修等の取組が必要。 

取組の方向性 

 精神科救急医療体制の整備を推進するために、以下の方向性が考えられる。 
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第３章  今後の都の取組の方向性 
 



 ◆多摩地域に偏在する精神病 
  床を鑑み、地域移行コーディ 
  ネーターによる病院への支 
  援や給付実績の少ない自治 
  体への働きかけを強化する 
  ほか、退院後の相談支援事 
  業所の支援力向上等を推進 
 ⇒P30長期入院患者への対応 

  
 ◆難治性精神疾患を有する患 
  者が専門的治療等を受けな 
  がら地域で安心して生活でき 
  るよう支援体制を構築するほ 
  か、保健・医療・福祉関係者 
  の重層的な連携を強化し、 
  高齢化した長期入院患者の 
  退院を促進 
 
 ◆契約型サービスのみでは支 
  援が困難な精神障害者等に 
  対しては、地域全体の連携 
  促進を図るとともに、サポート 
  力向上のために、より計画 
  的・包括的にアウトリーチ支 

  援を実施 

取組の
充実 

都の取組の方向性【③－1  地域生活支援体制の充実】 

③ 
-
 

1 

地
域
生
活
支
援
体
制
の
充
実 

現状の都の取組 

 ・精神障害者地域 
 移行体制整備支 
 援事業 
 （コーディネーター 
 配置、ピアサポー 
 ター育成・活用、 
 ＧＨ活用型ショー 
 トステイ事業、人 
 材育成研修） 

 ・アウトリーチ支援 
 事業／短期宿泊 
 事業 

分析・評価 

 ・長期入院患者数は毎年減 
 少しているが、現在も1万人 
 以上が入院している。 
 
 ・地域移行の取組を特段 
 行っていない病院（2割）や 
 給付実績の少ない自治体 
 への働きかけが必要。 
 
 ・難治性精神疾患による長 
 期入院患者の退院に向け 
 た施策がないほか、高齢化 
 した長期入院患者の退院 
 に向けた支援が必要。 
 
 ・未治療や医療中断など、 
 医療機関、相談支援事業 
 者等からのサービス提供が 
 困難な人に対する相談支 
 援の提供（保健型アウト 
 リーチ）が重要。 

取組の方向性 

 地域生活支援体制の充実を図るために、以下の方向性が考えられる。 

・精神障害者アウト 
 リーチ支援事業 
 （障害者施策推進 
 区市町村包括補 
 助事業） 

取組の
充実 

新たな
取組 
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 ◆精神障害者が身近な地域 
    で多様な住まい方を選択で 
   きるよう引き続きグループ 
   ホームの確保策を推進 

 ◆就労支援事業所等が、精 
    神障害者本人の正確な状 
    況を把握し、適切に就職先 
    企業につなげるよう、医療 
    機関との連携を強化 

 ◆ソーシャルファームの考え  
  方を取り入れた新たな条例 
  の検討の中で、精神障害者 
  の就労支援についても検討 

 ◆医療保護入院患者の退院 
  促進に係る医療機関等の 
  体制整備状況を踏まえつ 

  つ、必要な支援を実施 

 ◆措置入院患者等の退院後 
    支援の仕組みがなく、都の 
    実情を踏まえた、退院後の 
    医療等の支援に係る仕組 
    みを整備 
 ⇒P78非自発的入院患者への対応 

取組の
充実 

都の取組の方向性【③－2 地域生活支援体制の充実】 

③ 
-
 

2 

地
域
生
活
支
援
体
制
の
充
実 

現状の都の取組 分析・評価 

 ・精神障害者のグループホー  
 ム定員数は、年々増加してお 
 り、平成29年度は平成17年 
 度の約4倍となったが、グ 
 ループホーム全体では整備 
 目標に達していない。 
 
 ・精神障害者の雇用ニーズ 
 が高まっている一方、企業 
 は精神障害者本人の状態 
 像を把握することが困難で 
 あり、離職率が高い。 
 
 ・都における措置入院件数 
 （精神障害により自傷他害 
 の恐れがある者に対する 
 入院医療）は、全国の4分 
 の1程度  
 
 ・保健所設置自治体が、都・ 
 区・市（八王子・町田）と分 
 かれていることに加え、精 
 神保健に精通した保健師 
 が少なく慢性的な人材不足。 

取組の方向性 

 地域生活支援体制の充実を図るために、以下の方向性が考えられる。 

 ・地域生活基盤整 
 備の推進 

 ・一般就労・職場定 
 着への支援及び 
 福祉的就労への 
 支援 

 ・都保健所の専門 
 相談及び精神保 
 健福祉センターの 
 技術援助等 

 ・精神保健福祉士 
 配置促進事業／ 
 精神障害者早期 
 退院支援事業 

新たな
取組 
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東京都における精神障害者の退院後支援の方向性 

 
  
＜長期入院患者＞ 

● 長期入院患者の退院後の再入院率が全国に比 
   して高い 
● 医療資源の偏在があり、病院所在地と退院後の 
    帰住先が遠いことが多い 
● 各自治体における地域移行・定着の給付実績に 
    ばらつきがある 

 
  ● 医療保護入院患者への退院後支援の仕組みは 
    あるが、医療機関等の負担は大きい  
● 措置入院患者が全国の４分の１存在するが、 
    退院後支援の仕組みはない 
● 地域における支援の中心的役割を担う保健所が 
        都、特別区、市と複雑 

＜非自発的入院患者＞ 

 
  措置入院患者等の中でも、特に支援の
必要性が高い方に退院後支援を実施 

◆ 措置入院を繰り返す方などについて、都が帰住先 
 自治体に働きかけ、退院後支援計画を作成の上、保 
 健所を中心とする計画的・包括的な支援を実施 

◆ 退院後支援計画の中に、 都のバックアップ体制を 
   盛り込み、緊急時の対応を見える化 

➢ 医療等の利用が継続されなかった場合に、精神保 
 健福祉センターのアウトリーチチームが出動 
➢ 精神症状の急性増悪等で、危機的な介入が求めら 
 れる際は、精神保健福祉センターの短期宿泊を活用 

 
  江戸川区モデルなど好事例の普及と
地域の相談支援事業所の支援力向上 

◆ 各自治体の地域移行等の取組が進むよう働き掛け 
 を強化しつつ、江戸川区モデルなどの好事例を普及 
  ※江戸川の特徴：相談窓口の一元化、役割分担の明確化、               
              関係者間の連携、等 

◆ 都の地域移行コーディネーターによる病院と地域と 
 の繋ぎを強化するとともに、相談支援事業所の底上げ 
 を新たに実施 

➢ 地域移行・定着への取組が十分ではない病院と地 
 域との繋がりを重点的に実施 
➢ 地域の実情を踏まえた相談支援事業所の支援力向 
 上に向けた取組を強化 

【都の実情】 

地域の実情に応じた、精神障害者の退院後支援に向けた体制の構築 
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連携 

連携 

連携 

相談支援
事業所 

通院先 
クリニック 

保健所 
 

区市町村 

東京都版退院後支援のイメージ 

連携 

入院先病院 

訪問看護 
ＳＴ 

東京都 
（精神保健医療課） 

情報共有 

情報共有 

支援全体の 
コーディネート 

短期宿泊 

研修 

支援 

支援 

技術支援 精神保健 
福祉センター 

アウトリーチ支援 

連携 

支援 

都の実情を踏まえた、退院後の 医療等の支援に係る仕組みを整備する 
 
ＳＴＥＰ１ ＳＴＥＰ２ ＳＴＥＰ３ 

東京都版ガイドライン
を策定 
 
➢関係機関の役割分担や具 
 体的な手順等を整備 

 

支援主体となる保健所
に対する支援を充実 
 
➢専門的・実践的な研修 
➢精神保健福祉センターに 
 よる技術支援 
 

地域の支援体制構築 
緊急時対応の見える化 
➢支援計画に積極的にアウ 
 トリーチを位置付け                      
➢クライシスプランとして 
 短期宿泊の活用 

今後、ガイドライン策定の中で、ＰＳＷなど専門職の配置の必要性についても検討 

連携 

精神 
障害者 

計画 

支援 

支援 
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